
第1章 介護予防の基本的考え方 

１．介護保険制度における介護予防の位置づけ 

 （１）介護保険制度の基本理念 

介護保険制度の基本理念は「尊厳の保持」と「自立支援」であり、保険給付は要介護状態等の軽減や悪

化の防止に資するよう、医療との連携に十分に配慮し、総合的かつ効率的に提供されるものです。 

また、国民は要介護状態となることを予防するために健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態と

なった場合にも、介護サービスを利用して能力維持向上に努めると明文化されています。 

 

≪介護保険制度の基本理念≫ 
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（２）介護保険制度における介護予防とは 

介護予防の目的を再確認すると、次のような 2つのポイントに集約されます。 

① 高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと 

② 要支援・要介護状態になっても状態の改善・維持・悪化の遅延を図ること 

①では、高齢者一人ひとりが自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアク

セスするとともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取り組みを主体的に行うことが重要です。②

では、生活上のさまざまな課題を抱える高齢者に対して適切な支援を行うことにより、要支援・要介護

状態の予防やその重症化の予防を図るものです。 

 

（３）介護予防のポイント 

●高齢者の主体性を引き出す工夫 

 介護予防の実践にあたっては、何よりも高齢者の主体的な取り組みが不可欠で、それがなければ、十分

な効果が期待できません。「なぜ、今、その取り組みが必要なのか」を明確に、高齢者が理解しやすい言

葉や視覚で伝わるよう工夫を行うことも必要です。 

 尼崎市では市内の医療・介護の専門職が集まり専門知識を出し合い、介護 

予防・重度化防止ハンドブック「いつまでも心と体も健康に」（※）を作成し 

ています。「なぜ大切？」だけでなく、具体的な取り組みや体験記などで理解 

しやすく、担当する高齢者や介護する家族の方への説明等に活用できる内容と 

なっています。 

 

●改善・維持・悪化の可能性を見極める視点と洞察力が必要 

 高齢者が単に「できない」と言葉にすることについても、できる能力があるが、する意欲が持てない結

果、「できない」のか、行為としてただ「していない」だけなのか、今は痛みがあるから「できない」の

か、事実を確認していくことが大切です。単に要望に沿ったサービス提供は廃用症候群の進行を防止で

きないだけでなく、サービスの依存も生み出していく場合があります。「高齢者の自立の可能性を最大限

に引き出す支援を行う」ことを基本として、「できない」部分をサポートしながら、「できるようになる」

ために必要なことを考え、高齢者の行動変容に繋がる動機づけへの支援を常に考えることが必要です。 

 そのためには、現病歴や既往歴の理解、健康管理の方法、家庭・地域内の環境、利用者の生活状況や生

活史、趣味や関心ごと、性格、価値観、経済面…とさまざまな情報をキャッチし、整理しながらアセスメ

ントを行っていく技量が求められます。 

 

●固定観念にとらわれない発想が大切 

 虚弱な高齢者に対して単に支えられる側として支援を受けるのみでなく、支える側に回れるよう支援

することや、元気なうちから介護予防事業の担い手に誘うことにより、生きがいや役割を見出すよう支

援することが大切です。加齢に伴う心身機能の低下を「もう歳だから」と安易に諦めるのではなく、固定
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観念にとらわれない発想で多くの方の社会参加を促進できる方法を考えていくことが求められています。 

●効果的な介護予防には地域づくりも重要 

介護予防の効果を発揮するためには、単に個々人に対する支援にとどまらず、地域包括支援センターや

地域の核となる関係団体や医療介護福祉の関係機関、民間の諸団体などが協働できる社会環境の整備も

重要です。地域において、介護予防に資する自主的な活動を広め、介護予防に向けた取り組みが積極的に

実施される地域社会の構築をめざし、地域社会全体で生活環境等の整備や地域ケア体制づくりなどに取

り組むことが重要です。 
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